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 はじめに 

 

 

第２次匝瑳市行政改革大綱（以下「第２次行政改革大綱」といいます。）は、第１部 総論・ 

第２部 推進項目・第３部 実施計画の３部門で構成します。 

 

 

各部門の概要は、次のとおりです。 

 

第１部 総論 

これまでの行政改革の経過、第２次行政改革大綱の目的等、今後の匝瑳市の行政改革における

基本的な考え方等を定めています。  

 

 

第２部 推進項目 

行政改革を推進するため、「持続可能な財政基盤の強化等」、「民間委託等のアウトソーシン

グの推進」等の５つの項目を設定し、それぞれの推進項目の基本的な考え方等を定めています。 

 

 

第３部 実施計画 

推進項目を実行するため、計画期間内における具体的な取り組み事項を定めています。 

   実施計画においては、行政改革に関する取り組みをわかりやすく提示するため、「改革項目」、

「内容」、「実施予定年度」及び「主な実施担当課」を明確化しています。 

   また、実施計画に基づいて行政改革の進行管理を行っていくものとします。 
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第１部  総 論 

 

 

 

 

 



第１章 これまでの行政改革の取り組み 

匝瑳市では、「将来にわたって持続可能な行政運営」に転換することを目的として、平成１８年

１２月に、平成１８年度から平成２２年度までを推進期間とした「匝瑳市行政改革大綱（以下「第

１次行政改革大綱」といいます。）」を、平成２３年３月には平成２３年度を推進期間とした「匝

瑳市行政改革大綱（平成２３年度版）」を策定し、行政改革を推進してきました。 

 

第１次行政改革大綱においては、推進期間の５年間で具体的な推進項目５４項目中４１項目を実

施（実施率７５．９％）し、約１９億６千万円の経費等を削減しています。 

 

その結果、地方交付税（注１）等の増もあり、財政の硬直化の程度を示す経常収支比率（注２）

は、平成２１年度に８８．４％、平成２２年度には８２．０％となり、同大綱の総括的数値目標で

ある「経常収支比率９０％以下」を達成しました。 

 

【経常収支比率の推移】 
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表 １                         単位： ％ （資料 地方財政状況調査） 

 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

匝 瑳 市 ９９．９ ９４．９ ９４．９ ９３．５ ８８．４ ８２．０

県内市平均 ９０．６ ９０．４ ９２．５ ９１．９ ９１．４ ８８．６
                                                   

注１ 地方交付税：地方税収入の不均衡による地方公共団体間の財政力格差を調整し、全ての団体が一定の水準を維持で

きるよう財源を保障するために行う地方財政調整制度です。国税として国が徴収し、地方公共団体に再配分する地方公

共団体の固有財源です。地方公共団体独自の判断で自由に使える一般財源として交付されます。 

注２ 経常収支比率：「経常経費充当一般財源」÷「経常一般財源総額」×１００で求められる地方財政の弾力性を表す

指標のことです。毎年継続して支出される扶助費、人件費、公債費等の義務的な経常的経費（一般財源）に対して、市

税や地方交付税等の経常的な歳入がどの程度充当されたかを示す割合のことです。この数値が高いほど財政構造が弾力

性を失い、硬直化しています。 
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（参考）  
第１次行政改革大綱における主な行政改革の取り組み事項 

 

１ 職員数の削減   

５２人削減 削減率▲１３．３％ （病院医療職を除く。） 

平成１８年４月１日現在 ３９０人 → 平成２２年４月１日現在 ３３８人 

 

２ 事務事業の見直し 

平成１９年度～ 平成１９年度予算から「枠配分方式」（注３）を導入し、事務事業を見直し

ました（▲１億８，３００万円）。 

 

３ 民間委託等の推進 

○ 指定管理者制度の導入  

平成１８年９月 コミュニティセンター（９施設）、養護老人ホーム、心身障害者福祉作業

所 

平成２１年４月 ふれあいパーク八日市場 

○ 民営化 

平成２２年４月 養護老人ホームを社会福祉法人へ譲渡・民営化 

○ 業務委託 

平成２０年度～ 学校用務員業務を全面委託（▲３，５１４万円） 

平成２１年度～ 市バスの運転業務を全面委託（▲１，３３０万円） 

 

４ 給与の適正化 

○ 平成１８年度～ 市長、副市長、教育長の給料月額、期末手当の削減（▲１，８７６万円） 

○ 平成１９年度～ 期末勤勉手当の基礎額の役職加算率の１０％削減（▲３，７１３万円） 

管理職手当の１０％削減（▲３，６０９万円） 

特殊勤務手当の１１手当を廃止（２５手当→１４手当）、 

６手当の減額（▲１，７５０万円） 

 

 ５ 歳入の強化 

○ 平成１８年度～ 未利用市有地の売却（５，７６２万円） 

○ 平成２０年度～ 広報そうさ、ホームページ、市内循環バスに広告を掲載（２２４万円） 

 

 

 

 

 

 
                                                        

注３ 枠配分方式： その年度に見込まれる予算枠をあらかじめ各課に配分し、その範囲内で予算編成をする方式です。 



第２章 財政状況と財政推計 

 １ 財政状況 

（１） 歳入 

 

    ① 市税及び地方交付税の状況 

歳入の大きな割合を占める市税と地方交付税のうち、市税は景気低迷や人口減少等により

減少傾向にありますが、地方交付税は国の合併に伴う財政支援（次ページ参照）や地方財政

対策により増加しています。 

【市税及び地方交付税の推移】 
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表 ２                          単位：百万円 （資料 地方財政状況調査） 

  平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

市   税 ３，６０５ ３，６９２ ３，９９８ ４，０５３ ３，８６４ ３，８２１

臨時財政対 

策債（注４） 
５５６ ４９１ ４４５ ４１７ ６４７ ９９６

地方交付税 ４，２１６ ４，５１５ ４，１７０ ４，４１８ ４，６０９ ５，０５１

合   計 ８，３７７ ８，６９８ ８，６１３ ８，８８８ ９，１２０ ９，８６８

 
                                                  

注４ 臨時財政対策債：地方全体の財源不足の補填措置として設けられた特例地方債（赤字地方債）のことです。発行は個々

の自治体が行いますが、その償還費の全額が後年度に交付税措置されるため、実質的には地方交付税の代替財源とみなす

ことができます。 
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（参考） 

 

１ 合併算定替による地方交付税の推移（イメージ） 

           

 

合併算定替に

よる増加額  

     

 

 

 

 
増加額の 

１０％削減 

 

 
増加額の 

３０％削減

 

 
増加額の 

５０％削減

 

 
増加額の 

７０％削減

 

 
増加額の 

９０％削減

   

 

 

 

 

 

旧八日 

市場市 

と旧野 

栄町の 

合算額 

 

 

 

 

   

   匝瑳市 

   本来の 

交付額 

      

 

 

 
約６．８億円

の減少 

   18～27     28   29    30    31    32   33 （年度） 

  合併  合算額保障期間        段階的縮減期間 

①   10年      ②           15年 ③ 

             合併算定替対象期間                         
合併算定替・・・・合併による不利益を被ることのないようにする国の地方交付税算定上の財政支援制度です。 

① 合併後１０年間      合併前の旧市町ごとに算定した交付税額の合算額を保障します。 

② 合併後１１年目～１５年目 段階的に増加額が縮減される期間です。   

③ 合併後１６年目～     合併後の匝瑳市本来の交付額となります。 
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２ 人口の推移 （実績値(平成17年・22年)：国勢調査、推計値(平成27年・31年)：匝瑳市総合計画中期基本計画） 
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① 本市の人口は、年々減少し平成２７年は約３７．２千人、平成３１年には約３５千人と予測しています。 

推計値 

人口 高齢化率 

１５歳未満人口比率 

 ② ６５歳以上の人口比率である高齢化率は、平成２２年は２７．５％であり、千葉県平均の２１．２％よ

り高く、平成３１年には３５．１％に上がる見通しです。 

 ③ １５歳未満の人口比率は、平成２２年は１１．６％であり、千葉県平均の１２．９％より低く、平成３

１年には９．９％まで下がる見通しです。 

 ④ その結果、就業人口が平成１７年の約２０．７千人から、平成２７年には約１９．９千人、平成３１年

には約１９．６千人に減少すると予測しています。  （就業人口の推計値：匝瑳市総合計画基本構想） 
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② 基金の状況 

         一般家庭の預貯金に相当する財政調整基金（注５）は、平成１８年度末に３億９５百万円

まで減少しましたが、平成２２年度末には１３億１８百万円に増加しています。 

また、特定の目的のための基金である減債基金（注６）やその他の基金も、基金残高全体

としては増加しています。 

 

表 ３  基金の年度末現在高の推移                         単位：百万円 

  平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

財政調整基金 ５６９ ３９５ ５６９ ５９６ ７１０ １，３１８

減 債 基 金 ９５ ０ ０ ０ ０ １２５

その他の基金 １，０８２ １，１４６ １，１４８ １，１４１ １，４７６ １，８４０

合   計 １，７４６ １，５４１ １，７１７ １，７３７ ２，１８６ ３，２８３

備 考 

① 減債基金の平成１８年度末から平成２１年度末までの残高は、約７万円と少額であるため、この表では「０」で

表示しています。 

② この表の「その他の基金」とは、次の基金のことをいいます。 

社会福祉振興基金、ふるさと振興基金、スポーツ振興基金、学校施設整備基金、地域振興基金、育英資金貸付基金、

土地開発基金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

注５ 財政調整基金：年度間の財源の不均衡を調整する目的で積み立てられる積立金のことです。ある年度で財源が不足す

る場合に当該不足額を埋めるため等の場合に限り、取り崩すことができます。 

注６ 減債基金：公債を漸次償還する目的で積み立てられる積立金のことです。 



（２） 歳出 

   

① 経常的経費等の状況 

歳出面では、義務的経費（注７）のうち、公債費と、職員数の削減等により人件費が減少

する一方で、高齢化の進展等により扶助費（注８）が増加しています。 

また、行政の執行上欠くことのできないものとして毎年継続して支出される経常的経費（注

９）は、平成１９年度までは減少していましたが、その後は増加傾向にあります。 

 

【経常的経費、扶助費、人件費（職員給）、公債費の推移】 
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表 ４                                     単位：百万円  （資料 地方財政状況調査） 

 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

経常的経費 １２,２９３ １１,３８１ １１,０７７ １１,１０１ １１,５２７ １１,１９７ 

扶 助 費 １,４７８ １,５９２ １,７０２ １,６８８ １,７４１ ２,２２３ 

人 件 費 

（職員給） 
２,３４０ ２,２６４ ２,１３１ １,９７８ １,８５４ １,７５７ 

公 債 費 １,７３６ １,７６５ １,７９０ １,７９７ １,４５６ １,３９７ 

 

 

 

 

                                                       

  

注７ 義務的経費：支出が制度的に義務づけられ、任意に削減できない扶助費、人件費及び公債費の経費のことをいいます。 

注８ 扶助費：生活保護や福祉制度に要する費用のことをいいます。 

注９ 経常的経費：扶助費、人件費、公債費、物件費、補助費等、維持補修費等の経費のことをいいます。 
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② 特別会計等への繰出金の状況 

   特別会計等は、会計単位での独立採算が原則です。しかし、国民健康保険特別会計及び病

院事業会計については、国民健康保険特別会計は高齢化の進展による医療費の増大により、

病院事業会計は医師不足に伴う患者数の減少により、一般会計からの繰出金は増加していま

す。 

 

【特別会計等への繰出金の推移】 
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表 ５                                 単位：百万円（資料 決算書）  

 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

国民健康保険特別

会計 
２８０ ２６１ ２６４ ２１５ ５１２ ５９９ 

老人保健特別会計 ２７０ ２３１ １８０    

介護保険特別会計 ３８８ ３２８ ３７１ ３９０ ３９２ ４０１ 

後期高齢者医療特

別会計 
  ３１３ ３５４ ４００ 

病院事業会計 ３６０ ３５４ ２７９ ４２４ ５８６ ５７７ 

合  計 １,２９８ １,１７４ １,０９４ １,３４２ １,８４４ １,９７７ 

備 考 

この表は、特別会計等の目的等から税金で負担すべきものとして国の繰出基準に基づく「基準内繰出金」と、国基準

に合致しない経費（例：収支赤字等）に対する繰出金等である「基準外繰出金」の合計を示しています。 
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２ 財政推計 

平成２３年度から平成３３年度までの１１年間について、市の歳入歳出を推計した結果、地方交

付税の合併算定替が終了する平成３３年度で約２億円の財源が不足することとなります。 

 

                                      単位：百万円 

 区  分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度  

一般財源  10,444 9,871 9,648 9,611 9,728  

 市税  3,743 3,751 3,734 3,717 3,700  

 地方譲与税・交付金 819 816 813 810 807

 地方交付税 4,997 4,997 4,997 4,997 4,997

 その他 885 307 104 87 224

国・県支出金 2,476 2,340 2,321 2,302 2,283

その他 646 641 636 631 626

市債  1,634 2,831 2,997 1,834 2,057

歳 

 

 

入 

合 計 15,200 15,683 15,602 14,378 14,694

 経常的経費 11,966 11,960 11,923 11,804 11,796

 義務的経費 6,478 6,456 6,403 6,266 6,239

  扶助費 2,399 2,401 2,403 2,405 2,407  

  人件費 2,688 2,630 2,596 2,538 2,480  

  公債費 1,391 1,425 1,404 1,323 1,352  

 その他経費 5,488 5,504 5,520 5,538 5,557

  物件費 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502  

  補助費等 2,122 2,120 2,118 2,117 2,117  

  維持補修費 226 228 230 232 234  

  繰出金 1,638 1,654 1,670 1,687 1,704  

その他 758 693 520 233 212  

投資的経費 2,049 2,866 3,029 1,936 2,119

歳 

 

 

出 

合 計 14,773 15,519 15,472 13,973 14,127
        

収支（歳入-歳出） 427 164 130 405 567
      

財政調整基金残高 1,165 1,379 1,461 1,526 1,728
      

 

財政調整基金取崩額 0 0 0 0 0   

 

 

 

 

 

 

この財政推計は、平成２３年度の制度、施策等を前提として、特段の節減努力や財源対策を 

講じなかった場合の収支の見込みです。したがって、実際の財政運営とは異なります。
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区  分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

 一般財源 9,722 9,558 9,443 9,553 9,591 9,423

 市税 3,683 3,666 3,649 3,633 3,617 3,601

 地方譲与税・交付金 804 801 798 795 792 789

地方交付税 4,929 4,793 4,657 4,521 4,385 4,317
 
その他 306 298 339 604 797 716

国・県支出金  2,264 2,246 2,228 2,210 2,192 2,175

その他 621 616 611 606 601 596

市債  1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

歳

 

 

 

入 

合 計 13,807 13,620 13,482 13,569 13,584 13,394

 経常的経費 11,935 12,147 12,183 12,269 12,291 12,309

 義務的経費  6,360 6,555 6,572 6,640 6,644 6,644

  扶助費 2,409 2,411 2,413 2,415 2,417 2,419

  人件費 2,403 2,397 2,373 2,343 2,313 2,289

  公債費 1,548 1,747 1,786 1,882 1,914 1,936

 その他経費  5,575 5,592 5,611 5,629 5,647 5,665

  物件費 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502

  補助費等 2,116 2,114 2,114 2,113 2,112 2,111

  維持補修費 236 238 240 242 244 246

  繰出金 1,721 1,738 1,755 1,772 1,789 1,806

その他 220 213 199 200 193 201

投資的経費  1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

歳

 

 

 

出 

合 計 13,255 13,460 13,482 13,569 13,584 13,610
 

収支（歳入-歳出） 552 160 0 0 0 ▲ 216  
 
財政調整基金残高 2,012 2,288 2,051 1,469 694 0
 
財政調整基金取崩額     0     0 ▲ 237 ▲ 582 ▲ 775 ▲ 694

 

【特段の節減努力や財源対策を講じなかった場合】 
 
      歳入                         歳出 
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                    このまま推移すると 

 

 

経常的経費の増加 
経常的経費の推計 
平成２３年度 １２０億円 

平成２７年度 １１８億円 

平成３３年度 １２３億円 

厳しい財政状況

財政の硬直化

市が施策等に自由に使え

る一般財源の減少 
一般財源の推計 
平成２３年度 １０４億円 

平成２７年度  ９７億円 

平成３３年度  ９４億円 
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（参考）        

 財 政 推 計 の 条 件 

○ 歳入  

区分 条件 

市税   平成２３年度決算見込みの額を基本に、平成２４年度以後人口推計に基づき算出する。

地方譲与・ 

地方交付金 

 平成２３年度決算見込みの額を基本に、同額で見込む。ただし、地方消費税交付金は平

成２３年度以後人口推計に基づき算出する。 

地方交付税 

 普通交付税は、平成２３年度決算見込みの額を基本に、平成２８年度以後は算定替分

（６．８億円）を段階的に控除する。特別交付税は、平成２３年度決算見込みの額を基本

に同額で算出する。 

 
 

一 
 

般 
 

財 
 

源 

その他 

 繰入金、繰越金、財産収入を計上。繰入金は平成２３年度まで見込み計上する。繰越金

は前年度剰余金の１／２を計上する。財産収入は平成２３年度決算見込み（出資金の返還

等の特殊事情を除く。）の額を基本に、平成２４年度以後人口推計に基づき算出する。 

平成３０年度以後の収支不足分を財政調整基金から繰り入れる。 

国・県支出金   平成２３年度決算見込みの額を基本に、平成２４年度以後人口推計に基づき算出する。

その他  
 使用料及び手数料、分担金・負担金、諸収入等を計上。平成２３年度決算見込みの額を

基本に、平成２４年度以後人口推計に基づき算出する。 

市債 

  

 投資的経費は、平成２３年度決算見込みの額を基に、平成２４年度から平成２７年度ま

では合併特例債及び通常債５億円、平成２８年度以後は通常債５億円のみで算出する。ま

た、臨時財政対策債は７億円で算出する。 

 

○ 歳出 

区分 条件 

扶助費   平成２３年度決算見込み額を基本に毎年１％増で見込み算出する。 

人件費 
 平成２３年度決算見込み額を基本に、毎年退職者と同数を採用し、在職者については０．

５％の定期昇給で算出する。 

義

務

的

経

費 

公債費 

 

 平成２２年度までの既発債に係る償還費に、臨時財政対策債、合併特例債、通常債は１

５年償還（３年据置）利率１．６％で算出し加算する。 

物件費   平成２３年度決算見込み額を基本に同額で見込む。 

補助費等 
 平成２３年度決算見込み額（病院基準外を含む。）を基本に、平成２４年度以後人口推

計に基づき算出する。 

維持補修費  平成２３年度決算見込み額を基本に毎年１％増で見込み算出する。 

経

常

的

経

費 

 

そ

の

他

経

費

  
繰出金 

平成２３年度決算見込み額（国民健康保険特別会計財政健全化分含む。）を基本に、毎

年１％増で見込み算出する。 

その他  

 積立金等を計上。平成２３年度決算見込み額を基本に、平成２４年度以後人口推計に基

づき算出する。平成２５年度まで地域振興基金積立金を見込む。 投資・出資・貸付金は、

平成２３年度決算見込み額を基本に、病院の出資金（基準外を含む。）を見込み算出する。

投資的経費 

  

 平成２３年度決算見込み額を基本に、合併特例債対象事業及び通常の投資的経費１１億

円を加算し算出する。 
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第３章 第２次行政改革大綱の策定の必要性 

 

第１次行政改革大綱に基づく平成２２年度までの行政改革の取り組みでは、一定の成果が得られ

たものの、将来的には財源が不足することが見込まれており、現段階で行政改革の推進の歩みを止

めた場合は、行政運営が成り立たない事態となることが予想されます。 

 

したがって、今後も、行政改革を推進することにより、地方自治体の行政運営の原則である「最

小の経費で最大の効果を挙げる」ことを徹底し、これまで以上に厳しい事業選択等を図っていく必

要があります。 

 

そこで、合併による国の財政支援がある期間を「将来にわたって持続可能な行政運営」に転換す

るための猶予期間と捉え、行政改革を一層推進していくため、「第２次行政改革大綱」を策定する

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章  新たな行政改革の取り組み 

 

１ 第２次行政改革大綱の目的 

第２次行政改革大綱は、第１次行政改革大綱及び匝瑳市行政改革大綱（平成２３年度版）に引

き続き、匝瑳市基本構想に掲げた将来都市像である「海・みどり・ひとがはぐくむ 活力あるま

ち 匝瑳市」の実現に向けて、将来的な財源不足に対応するための新たな行政改革を推進するた

めの計画であることから、第２次行政改革大綱の目的を第１次行政改革大綱と同様の「新たな行

政課題に対応し、将来にわたって持続可能な行政運営への転換」とします。 

  

また、第２次行政改革大綱では、「財政基盤の強化等」、「アウトソーシングの推進」、「市

民等との協働」等を取り組むべき推進項目とします。 

 

 

第２次行政改革大綱の目的 

 
新たな行政課題に対応し、将来にわたって持続可能な行政運営への転換 

 

 

 

   行政改革による行政運営の転換のイメージ図 

 

行政改革前の行政運営               行政改革後の行政運営 

 

  

・ 歳入に見合った歳出の徹底 

・ 簡素で柔軟な行政運営 

・ 市民等の民間による多様な

主体での公共サービスの提供 

 

    

  新たな行政課題に対応し、

将来にわたって持続可能な行

政運営 

 

 

 

    

                    行政改革 

               

  

将来的な財源不足 

経常的経費の増加 

    ↓ 

財政構造の硬直化 

 

 

 

財政状況の悪化により 

新たな行政課題への対応

が困難な行政運営   
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２ 第２次行政改革大綱の推進体制 

 

（１） 匝瑳市行政改革推進本部 

行政改革大綱を策定するとともに、行政改革を推進するための全庁的な組織として、市長を本 

部長とする匝瑳市行政改革推進本部を設置します。 

 

（２） 匝瑳市行政改革推進委員会 

行政改革に市民等の意見を反映させるため、匝瑳市行政改革推進委員会を設置します。 

匝瑳市行政改革推進委員会は、市長の諮問等に応じて、行政改革大綱の審議等の行政改革の推

進に関する重要事項を調査審議するとともに、行政改革の推進について市長に対し必要な助言を

行うことができる機関です。 
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意 見

意見募集 

意見等

諮問等 

匝瑳市行政改革推進本部 

【本 部 長】 市 長 

【副本部長】 副市長 

【本 部 員】 教育長、課長等 

① 行政改革大綱の策定・実施

に関すること。 

② 行政改革に係る重要事項に

関すること。 

匝瑳市行政改革推進委員会 

【委  員】 １０人以内 

① 市長の諮問に応じ、行政改革

の推進に関する重要事項の調査

審議 

② 行政改革の推進に関する必要

な助言 

パブリック・コメント（注１０）

行政改革大綱（案）に対する意見

募集 

        市 民 等 

 

 

 

 

 
                                              

注１０ パブリック・コメント：施策、条例等を決定するに当たり、その原案を広く一般に公開し、その結果得られた意見

等を踏まえて意思決定する制度のことをいいます。 



３ 第２次行政改革大綱の計画期間 

匝瑳市総合計画中期基本計画（平成２４年度～平成２７年度）は、匝瑳市基本構想を実現するた

めの計画であり、行政改革大綱の上位計画です。そのため、第２次行政改革大綱の計画期間につい

ては、同計画との整合を図り、平成２４年度から同計画の計画期限である平成２７年度までの４年

間とします。 

平成２４年度   平成２５年度    平成２６年度    平成２７年度  

                                    

               計 画 期 間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第２次行政改革大綱の見直し等 

第２次行政改革大綱の見直しに当たっては、パブリック・コメントの実施等により、市民等の意

見を聴取するものとします。  

第２次行政改革大綱の見直しの過程又は行政改革の進捗状況については、速やかにホームページ

及び広報紙を通じて市民に公表するものとします。 

 

５ 総括的数値目標      

   第２次行政改革大綱の総括的数値目標を次のとおり設定します。 

 

 （１） 経常収支比率  

   計画期間（平成２４年度～平成２７年度）の各年度における経常収支比率の８０％台の維持 

参考   

平成２２年度 ８２．０％ 

 

経常収支比率・・・ 「経常経費充当一般財源」÷「経常一般財源総額」×１００で求めら

れる地方財政の弾力性を表す指標のことです。詳細は、４ページの注

２を参照願います。 

 

（２） 行政改革効果額  

   平成２７年度において、７億円以上の行政改革効果額の確保（平成２３年度対比） 

      なお、第２次行政改革大綱が将来的な財源不足に対応するものであることから、平成２８年

度以後についても７億円以上の行政改革効果額の確保（平成２３年度対比）に努めるものとし

ます。 
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第２部  推進項目 

 

 

 



 

「新たな行政課題に対応し、将来にわたって持続可能な行政運営への転換」を実現するため、次

の５つの推進項目により行政改革を推進していきます。 

 

 

Ⅴ 協働及び情報提供の推進 

 

Ⅳ 組織機構の見直し等 

 

Ⅲ 定員管理及び給与の適正化・人材育成の推進等 

Ⅱ 民間委託等のアウトソーシングの推進 

 

Ⅰ 持続可能な財政基盤の強化等     

 

新
た
な
行
政
課
題
に
対
応
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
行
政
運
営
へ
の
転
換 
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Ⅰ 持続可能な財政基盤の強化等 

 

１ 歳入確保の取り組み 

市の歳入の根幹となる市税収入を確保するため、引き続き、匝瑳市市税等滞納整理対策本部に

おいて策定した匝瑳市市税等徴収計画を推進し、市民負担の公平性確保の観点から、納税に応じ

ない滞納者については滞納処分を行うなど、滞納額の削減を図るものとします。 

また、介護保険料、保育所保育料、給食費等の税以外の未収金についても各課の連携強化等に

より収入に努めるものとします。 

 

公金納付の利便性を高め、歳入の増加を図るため、平成２４年度から市税等のコンビニ収納を

導入するとともに、その適用範囲の拡大等について検討するものとします。 

 

なお、経費の削減には、自ずと限界があることから、安定した行政運営を行うため、受益者負

担の原則を徹底し、使用料・手数料の見直し、負担の適正化を図るとともに、市有施設への自動

販売機の設置に価格競争方式を導入するなど、自主財源の確保に努めるものとします。 

 

主な取り組み事項 

（ア） 匝瑳市市税等徴収計画に基づく市税等の滞納額の削減 

（イ） 介護保険料、保育所保育料、給食費等の税以外の未収金の収入促進 

（ウ） 介護保険料、保育所保育料、給食費等の債権回収の各課連携強化及び一元化の検討 

（エ） 市税等のコンビニ収納の導入 

（オ） 使用料・手数料の見直し 

（カ） 公の施設の使用料減免基準の見直し 

（キ） 市有施設への自動販売機の設置に係る価格競争方式の導入 

（ク） 広報紙、ホームページ等の広告利用促進 

 

 

２ 歳出削減等の取り組み 

持続可能な行政運営を行っていくためには、歳入に見合った歳出構造とする財政運営が必要で

す。 

そのため、行政評価を推進するとともに、匝瑳市に合った事務事業総点検手法を構築する中に

おいて、行政の役割、公正性の確保、効率性等に留意し、事務事業の見直しを行っていくものと

します。 

また、特別会計及び企業会計のうち、一般会計から多額の繰出金を支出している国民健康保険

特別会計及び病院事業会計について、健全化に取り組むものとします。 

 

（１） 行政評価の推進等 

ア 行政評価の推進等 

平成２０年度から「行政評価」を試行し、予算に対する業績、成果等を評価しています。 

今後は、行政評価を推進するとともに、匝瑳市に合った事務事業総点検手法を構築するも 
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のとします。 

 

主な取り組み事項  

（ア） 行政評価の推進 

（イ） 事務事業総点検手法の構築 

 

イ 行政マネジメントシステムの構築 

事務事業総点検手法による評価結果を単に評価をしたという自己満足に終わらせること

なく、評価結果を更なる計画や予算に反映するため、計画策定（Ｐｌａｎ）→実施（Ｄｏ）

→検証（Ｃｈｅｃｋ）→見直し（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサイクルに基づいた、計画策定・

予算編成・評価の連携を図り、ＰＤＣＡサイクルによる行政マネジメントシステムを構築し、

評価による経費削減及び効率化を図ります。 

 

主な取り組み事項  

ＰＤＣＡサイクルによる行政マネジメントシステムの構築 

 

（２） 事務事業の見直し等 

ア 事務事業の見直し 

事務事業総点検手法により、全ての事務事業の必要性、行政の関与や実施主体の在り方、

実施手段の有効性及び効率性（費用対効果）等を判断し、事務事業の見直しを実施するもの

とします。 

また、所期の目的を達成した事務事業や、公共利益の増進に資する業務である公共サービ

スとして市が行う必要のないものについては、事務事業の廃止等の見直しを図るものとしま

す。 

 

主な取り組み事項  

（ア） 事務事業総点検手法による全ての事務事業の必要性、実施主体等の見直し 

（イ） 事務事業の廃止、縮小等 

（ウ)  庁用車の集中管理と台数の削減  

（エ） 農道（一定基準以上のものに限る。）の段階的な市道への変更 

    （オ)  公共施設予約システムの導入 

 （カ)  年間を通じた節電対策（電気使用量 平成２２年度対比１５％削減） 

 

   イ 枠配分方式による予算編成の継続 

平成１９年度当初予算編成から予算編成の手法を、事業担当課が自らの権限と責任で予算

を編成する枠配分方式に変更しています。 

今後も、同方式による予算編成を継続する中において、補助金等の整理合理化等の効率的

かつ効果的な行政運営を図っていきます。 

 

主な取り組み事項  

枠配分方式による予算編成 
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ウ 一部事務組合に対する行政改革の要請 

一部事務組合のうち、匝瑳市が中心的構成団体となっている匝瑳市ほか二町環境衛生組合、

八匝水道企業団、匝瑳市横芝光町消防組合に対して、事務事業の在り方等の行政改革の推進

について要請し、負担金の抑制につながるよう働きかけをしていきます。 

 

主な取り組み事項  

匝瑳市ほか二町環境衛生組合、八匝水道企業団、匝瑳市横芝光町消防組合に対する行政

改革の推進についての要請 

 

（３） 特別会計及び企業会計の健全化  

特別会計及び企業会計は、会計単位での独立採算が原則です。しかし、厳しい財政状況から

平成２２年度においては、国民健康保険特別会計に５．９億円(うち基準外繰出金３．３億円)、 

病院事業会計に５．８億円(うち基準外繰出金２．２億円)と、合計で１１億円を超える繰出金

を一般会計から支出しています。 

特に、収支補填として、一般会計から支出する基準外繰出金は、地方交付税の算定基礎に含

まれないこともあり、国民健康保険特別会計３．３億円、病院事業会計２．２億円と、両会計

で毎年度５億円を超える額を支出することは、年々困難な状況となります。 

 

このため、国民健康保険特別会計においては、平成２２年度に策定した匝瑳市国民健康保険

事業財政健全化計画を改訂し、財政健全化に取り組むものとします。 

また、病院事業においても、行政改革の一環として、経営の総点検を行い、経営健全化に取

り組むものとします。 

 

主な取り組み事項  

（ア） 匝瑳市国民健康保険事業財政健全化計画の改訂・実施による国民健康保険特別会 

計の財政健全化 

（イ） 有識者等で構成する組織による病院事業の将来の在り方についての検討、積極的

な医師確保対策の推進その他経営の総点検による病院事業の経営健全化 



Ⅱ 民間委託等のアウトソーシングの推進  

 

 

   市では、これまでにも、民間委託、指定管理者制度等のアウトソーシング（注１１）により行

政運営の効率化を図ってきました。 

今後も、効率的な行政運営を図っていくため、事務事業評価等において当該事務事業が公共サ

ービスとして判断されたものについて、その実施を正規職員が行っていく方式（直営方式）であ

ることの必要性を検証します。検証の結果、直営方式で実施しなくても適切に公共サービスを提

供できる場合には、民間委託、指定管理者制度、市場化テスト等のアウトソーシングの様々な手

法のメリット・デメリットを精査し、公共サービス水準の維持向上や公共性の確保が図れる場合

には、当該事務事業において最も効果的なアウトソーシングの導入を図るものとします。 

 

また、市のみで全ての公共サービスを提供することは限界があるため、公共サービスの提供主

体について行政と民間の役割を見直す中において、本来、行政が提供すべき公共サービスを選別

し、その公共サービスに対して集中的に行政資源を配分するものとします。 

 

なお、アウトソーシングの実施に当たっては、対象事業、選定基準、契約条項等の透明性を確

保するとともに、個人情報の保護や守秘義務に十分留意し、必要な措置を講じるものとします。 

  

主な取り組み事項  

（ア） アウトソーシングの推進 

（イ） 包括的業務委託の導入検討 

（ウ） 市税等の徴収部門における電話催告等の民間委託の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

注１１ アウトソーシング(Ｏut Ｓourcing)： 外部資源活用のことをいいます。ここでは、市が事務事業を実施する上で

必要となる資源やサービスを市以外の外部から調達することです。民間委託、指定管理者制度、市場化テスト等様々な

手法が存在するため、それらを包括する用語として定義しています。 
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Ⅲ 定員管理及び給与の適正化・人材育成の推進等 

１ 定員管理の適正化等 

（１） 定員管理 

    合併直後の匝瑳市の職員数は、平成１８年４月１日では３９０人（病院事業会計に属する医

療職等の職員１３９人を除く。）でした。 

「匝瑳市定員適正化計画」（平成１９年度～平成２３年度）に基づき、継続的かつ計画的に

定員の適正化を行ってきた結果、平成２３年４月１日現在では３３１人（病院事業会計に属す

る医療職等の職員１３８人を除く。）となっています。（削減数▲５９人、削減率▲１５．１％） 

  

今後も、地域主権の推進等による行政需要の変化や事務事業の見直し、アウトソーシングの

推進等に合わせて、引き続き、定員の適正化を行っていく必要があります。 

 

そのため、平成２３年４月の病院事業会計に属する全ての職員を除いた職員数である３２０

人を対象に、「第２次匝瑳市定員適正化計画（仮称）」を策定し、定員管理の適正化を図るも

のとします。 

また、同計画の計画期間は、第２次行政改革大綱との整合を図る上から平成２４年度から平

成２７年度までの４年間とし、具体的な数値目標を示した計画として策定します。 

 

なお、病院事業会計に属する職員の定員管理については、病院事業の健全化の取り組みと併

せて行うものとします。 

 

主な取り組み事項 

「第２次匝瑳市定員適正化計画（仮称）」の策定・計画の推進 

 

（２） 臨時職員等・任期付職員の活用 

許認可や税の賦課徴収等の公権力の行使に係る事務事業や施策立案に関する事務事業など、

職員が行わなければならない事務事業については、職員の配置転換により対応します。 

また、一定の期間内に終了することが見込まれる業務や一定の期間内に限り業務量の増加が

見込まれる業務については、業務量の増加が職員数の増加に繋がらないようにするため、臨時

職員等を活用するとともに、高度に専門的な知識を必要とする事務事業については地方公共団

体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づく特定任期付職員を活用します。 

 

主な取り組み事項 

臨時職員等・任期付職員の活用 

 

２ 給与の適正化及び人材育成 

（１） 給与の適正化等 

   職員の給与については、国の人事院勧告及び県人事委員会勧告に準じて、県や県内他市との 
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均衡に留意し、引き続き、次の考え方を原則として縮減等の適正化を推進するものとします。 

 

   ア 常勤特別職職員等の給与適正化 

市長、副市長及び教育長（以下「常勤特別職職員等」という。）の給与は、平成１８年 

度から平成２３年度まで減額措置を実施しています。平成２４年度以後は、これまでの成 

果等を勘案しながら、縮減等を検討していくものとします。 

 

イ 一般行政職職員等の給与適正化 

     一般行政職職員等の給与は、給料と手当で構成されています。 

給料については、国の人事院勧告及び県人事委員会勧告に準じて、県や県内他市との均 

衡に留意し、適正化を図るものとします。 

また、手当についても、給料と同様に、国の人事院勧告及び県人事委員会勧告に準じて、

県や県内他市との均衡に留意し、縮減等を図るものとします。 

 

（ア） 管理職手当の見直し 

管理職手当は、職責に応じて支給されるものであることから、その性格を明確化する 

ため、定率制から国、県と同様の定額制への移行を図るものとします。  

 

（イ） 時間外勤務手当の抑制 

人件費の抑制と職員の健康保持、公務能率の確保を図るため、毎月第３水曜日等をノ 

ー残業デーとして実施する等、時間外勤務手当の削減を進めています。 

今後も、ノー残業デーの実施、所属長による事前命令及び実施内容の確認の徹底等に 

より、勤務時間内での業務の一層の効率化を図り、時間外勤務手当の抑制に努めます。 

 

ウ 非常勤特別職の報酬等の見直し 

勤務形態から年額・月額・日額となっている非常勤特別職（行政委員会・附属機関の委 

員等）の報酬については、より適正な支給形態を検討するとともに、その額についても見 

直すものとします。 

また、謝礼や報償として支払われる報償費についても、支給範囲、金額の見直しを検討 

します。 

 

（２） 人材育成の推進等  

職員の政策形成能力、法務能力等の業務遂行能力を高め、地域主権に対応した分権型社会の

担い手にふさわしい人材を育成することが重要な課題となります。 

このため、平成２２年度に策定した「匝瑳市人材育成計画」を基に同計画をローリングしな

がら、総合的な人材育成を行うものとします。 

また、職員の意欲や能力の向上を図るため、職種、職責に応じた能力評価や業績評価等で構

成する新たな人事評価制度を構築し、試行します。 

 

主な取り組み事項 

（ア） 「匝瑳市人材育成計画」に基づく、総合的な人材育成等 
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（イ）  新たな人事評価制度の構築・試行   



 

 

 

Ⅳ 組織機構の見直し等 

 

組織機構の肥大化を招かないように留意し、行政需要の変化に対応した簡素で効率的な組織機構

の構築に努めます。 

合併時の組織機構を行政需要の変化に対応したより効率的な組織機構とする観点から、組織のフ

ラット化（班体制）の効果を検証し、今後の組織機構の方向性について検討するものとします。 

なお、班及び室については、行政需要の変化や事務事業のアウトソーシングの状況等に対応し、

速やかに、統合・廃止等の見直しを行います。 

 

また、少子化に伴い児童数が一定規模以下となっている小学校については、市民と十分な協議を

図った上で、匝瑳市学校教育問題懇談会意見書等に基づき統廃合を図るものとします。  

老朽化が進んでいる学校給食センターについては、匝瑳市学校給食センター建設検討委員会報告

書等に基づき統合を図り、安全で安心な質の高い給食の提供を図るものとします。 

 

主な取り組み事項 

（ア） 行政需要の変化に対応した効率的な組織機構の見直し 

（イ） 班及び室の統合・廃止等の見直し 

    （ウ） 小学校の統廃合          

    （エ） 学校給食センターの統合      
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Ⅴ 協働及び情報提供の推進 

 

 

 

 

 １ 協働の推進 

匝瑳市総合計画の基本目標５に掲げる「市民と行政が協働し、市民が主役のまちをつくる」を

実現するためには、行政のみではなく、市民、ボランティア団体、ＮＰＯ、企業その他の民間が

主体となって公共サービスの担い手となり、協働してまちづくりを推進していく必要があります。  

このため、行政と民間の役割を検証し、行政が単独で公共サービスを提供するよりも、効率的

又は効果的に公共サービスが提供できる場合は、協働に対する目的を共有し、事務事業の共同実

施、事務事業の委託、市の施設設備の提供等の様々な手法により、積極的に民間との協働を進め

るものとします。 

また、協働を計画的に推進するため、市が目指す協働の在り方や推進方法等を明らかにした「匝

瑳市市民協働指針(仮称)」を策定するとともに、協働を推進するための庁内体制の強化に取り組

むものとします。 

 

主な取り組み事項 

（ア） 「匝瑳市市民協働指針(仮称)」の策定 

（イ） 協働を推進するための庁内体制の強化 

（ウ） 自主防災組織との協働による地域防災力の強化 

（エ） 自主防犯組織との協働による安全安心なまちづくりの推進 

 

２ 情報提供の推進 

   市民への説明責任を果たすとともに、市民、ボランティア団体、ＮＰＯ、企業その他多様な主

体との協働や市政への参画を進めるため、ホームページ、広報紙等により市の施策や現状等の行

政情報の情報提供に努めるものとします。 

 

また、市民の理解を得た上で行政改革を推進するためには、市民が市の財政状況を総合的に把

握できるような情報を、わかりやすい方法で提供することが必要となります。 

このため、歳入歳出の状況や各種の財政指標等の一般的なデータのほか、公会計に原則として

国の基準に準拠した発生主義及び複式簿記の考え方を導入して、貸借対照表等を作成するととも

に、広報紙、ホームページ等により、財政状況の積極的な公表を行うものとします。 

 

主な取り組み事項 

（ア） ホームページ、広報紙等による行政情報の情報提供 

（イ） 審議会等の審議結果の公表 

（ウ)  公会計の整備（貸借対照表等の作成及び公表） 

(エ)  市の財政状況のわかりやすい形での広報紙、ホームページ等による積極的な公表 
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第３部  実施計画 
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Ⅰ 改革項目一覧表 

 

１ 持続可能な財政基盤の強化等 

整理番号 改革項目 内容 担当課 

１－１ 歳入確保の取り組

み 

匝瑳市市税等徴収計画に基づく市税等の滞納額の削

減 

税務課 

１－２ 歳入確保の取り組

み 

介護保険料、保育所保育料、給食費等の税以外の未

収金の収入促進 

各 課 

１－３ 歳入確保の取り組

み 

介護保険料、保育所保育料、給食費等の債権回収の

各課連携強化及び一元化の検討 

財政課 

各 課 

１－４ 歳入確保の取り組

み 

市税等のコンビニ収納の導入 税務課 

各 課 

１－５ 歳入確保の取り組

み 

使用料・手数料の見直し 

 

財政課 

各 課 

１－６ 歳入確保の取り組

み 

公の施設の使用料減免基準の見直し 財政課 

各 課 

１－７ 歳入確保の取り組

み 

市有施設への自動販売機の設置に係る価格競争方式

の導入 

財政課 

各 課 

１－８ 歳入確保の取り組

み 

広報紙、ホームページ等の広告利用促進 秘書課 

各 課 

１－９ 行政評価の推進等 

 

行政評価の推進 企画課 

１－１０ 行政評価の推進等 

 

事務事業総点検手法の構築 

 

企画課 

総務課 

１－１１ 行政評価の推進等 ＰＤＣＡサイクルによる行政マネジメントシステム

の構築 

企画課 

１－１２ 事務事業の見直し

等 

事務事業総点検手法による全ての事務事業の必要

性、実施主体等の見直し 

企画課 

総務課 

１－１３ 事務事業の見直し

等 

事務事業の廃止、縮小等 各 課 

１－１４ 事務事業の見直し

等 

庁用車の集中管理と台数の削減 財政課 

各 課 

１－１５ 事務事業の見直し

等 

農道（一定基準以上のものに限る。）の段階的な市

道への変更 

産業振興課

建設課 

１－１６ 事務事業の見直し

等 

公共施設予約システムの導入 企画課 

各 課 

１－１７ 事務事業の見直し

等 

年間を通じた節電対策（電気使用量 平成２２年度

対比１５％削減） 

財政課 

各 課 

１－１８ 事務事業の見直し

等 

枠配分方式による予算編成 

 

財政課 

各 課 
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整理番号 改革項目 内容 担当課 

１－１９ 事務事業の見直し

等 

匝瑳市ほか二町環境衛生組合、八匝水道企業団、匝 

瑳市横芝光町消防組合に対する行政改革の推進につ

いての要請 

総務課 

 

１－２０ 特別会計及び企業

会計の健全化 

匝瑳市国民健康保険事業財政健全化計画の改訂・実

施による国民健康保険特別会計の財政健全化 

市民課 

１－２１ 特別会計及び企業

会計の健全化 

有識者等で構成する組織による病院事業の将来の在

り方についての検討、積極的な医師確保対策の推進

その他経営の総点検による病院事業の経営健全化 

市民病院 

 

２ 民間委託等のアウトソーシングの推進 

整理番号 改革項目 内容 担当課 

２－１ 民間委託等のアウ

トソーシングの推進 

アウトソーシングの推進 企画課 

総務課 

各 課 

２－２ 民間委託等のアウ

トソーシングの推進 

包括的業務委託の導入検討 財政課 

各 課 

２－３ 民間委託等のアウ

トソーシングの推進 

市税等の徴収部門における電話催告等の民間委託の

検討 

税務課 

 

３ 定員管理及び給与の適正化・人材育成の推進等 

整理番号 改革項目 内容 担当課 

３－１ 定員管理 「第２次匝瑳市定員適正化計画（仮称）」の策定・

計画の推進 

総務課 

３－２ 臨時職員等・任期付

職員の活用 

臨時職員等・任期付職員の活用 総務課 

３－３ 常勤特別職職員等

の給与適正化 

常勤特別職職員等の給与適正化 総務課 

３－４ 一般行政職職員等

の給与適正化 

給料の適正化 

 

総務課 

３－５ 一般行政職職員等

の給与適正化 

管理職手当の見直し 

 

総務課 

３－６ 一般行政職職員等

の給与適正化 

時間外勤務手当の抑制（選挙、災害等の特殊事情に

よる時間外勤務手当を除く。医師を除く。） 

総務課 

３－７ 非常勤特別職の報

酬等の見直し 

非常勤特別職の報酬等の見直し 総務課 

３－８ 人材育成の推進等 「匝瑳市人材育成計画」に基づく総合的な人材育成

等 

総務課 

３－９ 人材育成の推進等 

 

新たな人事評価制度の構築・試行 総務課 
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４ 組織機構の見直し等 

整理番号 改革項目 内容 担当課 

４－１ 組織機構の見直し

等 

行政需要の変化に対応した効率的な組織機構の見直

し 

総務課 

４－２ 組織機構の見直し

等 

班及び室の統合・廃止等の見直し 総務課 

４－３ 組織機構の見直し

等 

小学校の統廃合 学校教育課 

４－４ 組織機構の見直し

等 

学校給食センターの統合 学校教育課 

 

５ 協働及び情報提供の推進 

整理番号 改革項目 内容 担当課 

５－１ 協働の推進 

 

「匝瑳市市民協働指針(仮称)」の策定  企画課 

総務課 

５－２ 協働の推進 

 

協働を推進するための庁内体制の強化 企画課 

総務課 

５－３ 協働の推進 

 

自主防災組織との協働による地域防災力の強化 総務課 

５－４ 協働の推進 

 

自主防犯組織との協働による安全安心なまちづくり

の推進 

環境生活課

５－５ 情報提供の推進 ホームページ、広報紙等による行政情報の情報提供 各 課 

 

５－６ 情報提供の推進 審議会等の審議結果の公表 総務課 

各 課 

５－７ 情報提供の推進 公会計の整備（貸借対照表等の作成及び公表） 財政課 

 

５－８ 情報提供の推進 市の財政状況のわかりやすい形での広報紙、ホーム

ページ等による積極的な公表 

財政課 

 

 



Ⅱ 個別実施計画 

 

１ 持続可能な財政基盤の強化等 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－１  

歳入確保の取り組み 

 

実施 

 

 

 

   

税務課 

内容 

匝瑳市市税等徴収計画に基づく市税等の滞納額の削減 

 

目標とする数値・成果 

市税及び国民健康保険税の合計滞納額の前年度比５０百万円の削減 

（参考） 

平成２２年度末の市税及び国民健康保険税の合計滞納額    １,５８１百万円      

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－２  

歳入確保の取り組み 

 

 

実施 

 

 

 

   

各 課 

内容 

介護保険料、保育所保育料、給食費等の税以外の未収金の収入促進 

 

目標とする数値・成果 

介護保険料、保育所保育料、給食費等の税以外の未収金の収入促進 

（参考） 

平成２２年度末未収金額          

介護保険料 ２２百万円、保育所保育料 １８百万円、給食費 １７百万円 等     

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－３ 

歳入確保の取り組み 

 

連携強化

 

検討 

 

    

財政課 

各 課 

内容 

介護保険料、保育所保育料、給食費等の債権回収の各課連携強化及び一元化の検討 

 

目標とする数値・成果 

債権回収の効率化 
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整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－４ 

歳入確保の取り組み 

 

 

実施 

 

 

 

   

税務課 

各 課 

内容 

市税等のコンビニ収納の導入 

 

目標とする数値・成果 

市民の利便性向上による市税等の歳入増加 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－５ 

歳入確保の取り組み 

 

 

随時実施 

 

 

 

   

財政課 

各 課 

内容 

使用料・手数料の見直し 

 

目標とする数値・成果 

受益者負担の原則の徹底 

使用料 見直しの基本方針の策定・実施 

手数料 手数料標準政令等の法令改正に合わせた見直し 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－６ 

歳入確保の取り組み 

 

 検討 

 

 

実施 

   

財政課 

各 課 

内容 

公の施設の使用料減免基準の見直し 

 

目標とする数値・成果 

各施設で異なる使用料の減免基準の見直し・受益者負担の原則の徹底 
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整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－７ 

歳入確保の取り組み 

 

検討 

 

 

 

実施 

 

 

 

  

財政課 

各 課 

内容 

市有施設への自動販売機の設置に係る価格競争方式の導入 

 

目標とする数値・成果 

価格競争方式の導入に伴う歳入の増加及び設置業者選定の透明化 

（参考） 

平成２２年度自動販売機設置台数 ３１台 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－８ 

歳入確保の取り組み 

 

 

実施 

 

 

 

   

秘書課 

各 課 

内容 

広報紙、ホームページ等の広告利用促進 

 

目標とする数値・成果 

行政改革推進期間中の広告料総額  ２．６百万円 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－９ 

行政評価の推進等 

 

 

実施 

 

 

 

   

企画課 

内容 

行政評価の推進 

 

目標とする数値・成果 

良好な公共サービスの提供 
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整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－１０ 

行政評価の推進等 

 

検討 

 

 

 

実施 

 

 

  

企画課 

総務課 

内容 

事務事業総点検手法の構築 

 

目標とする数値・成果 

公共サービスの質・経費の両面で最も優れた担い手の選定等 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－１１ 

行政評価の推進等 

 

検討 

 

 

 

実施 

 

 

 

  

企画課 

 

内容 

ＰＤＣＡサイクルによる行政マネジメントシステムの構築 

 

目標とする数値・成果 

評価による経費削減及び効率化 
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整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－１２ 

事務事業の見直し等 

 

 

 

 

 

実施 

   

企画課 

総務課 

内容 

事務事業総点検手法による全ての事務事業の必要性、実施主体等の見直し 

 

目標とする数値・成果 

公共サービスの質・経費の両面で最も優れた担い手の選定等 

行政資源（財源・職員・財産等）の効率的な配分 

 

 

 



 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－１３ 

事務事業の見直し等 

 

 

実施 

 

 

 

   

各 課 

内容 

事務事業の廃止、縮小等 

 

目標とする数値・成果 

評価による経費削減及び効率化 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－１４ 

事務事業の見直し等 

 

 

実施 

 

 

 

   

財政課 

各 課 

内容 

庁用車の集中管理と台数の削減 

 

目標とする数値・成果 

各課配属車をできる限り財政課に移管し、庁用車の集中管理を促進し、効率的な使用を図るとと

もに、２０台以上の庁用車台数の削減 

平成２２年度 ９１台      → 平成２７年度 ７１台以下 

（参考） 

平成２２年度庁用車台数の内訳 

共用車 １８台  各課配属車 ７３台（市民病院及びぬくもりの郷を除く。） 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－１５ 

事務事業の見直し等 

 

検討 

 

 

 

 

 

実施 

  

産業振興課 

建設課 

内容 

農道（一定基準以上のものに限る。）の段階的な市道への変更 

 

目標とする数値・成果 

管理の一元化による市民の利便性の向上等 
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整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－１６ 

事務事業の見直し等 

 

検討 

 

 

 

実施 

   

企画課 

各 課 

内容 

公共施設予約システムの導入 

 

目標とする数値・成果 

市民の利便性の向上 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－１７ 

事務事業の見直し等 

 

 

実施 

 

 

 

   

財政課 

各 課 

 

内容 

年間を通じた節電対策（電気使用量 平成２２年度対比１５％削減） 

目標とする数値・成果 

本庁・支所・公の施設等(保健センター、八日市場勤労青少年ホーム、吉崎浜野外活動施設、市

民ふれあいセンター、野栄福祉センター、八日市場公民館、八日市場図書館、のさか図書館、八日

市場ドーム、生涯学習センター、のさかアリーナ)の電気使用量の削減 

  

平成２２年度      →  平成２７年度  

  ２,３３５千ｋｗｈ       １,９８５千ｋｗｈ 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－１８ 

事務事業の見直し等 

 

 

実施 

 

 

 

   

財政課 

各 課 

内容 

枠配分方式による予算編成 

 

目標とする数値・成果 

補助金等の整理合理化・より効率的かつ効果的な行政運営 

行政改革推進期間中の削減総額   ４０百万円 
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整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－１９ 

事務事業の見直し等 

 

 

要請 

 

 

 

   

総務課 

  

内容 

匝瑳市ほか二町環境衛生組合、八匝水道企業団、匝瑳市横芝光町消防組合に対する行政改革の推

進についての要請 

目標とする数値・成果 

負担金の削減等 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－２０ 

特別会計及び企業会計の健全化 

 

実施 

 

 

 

   

市民課 

 

内容 

匝瑳市国民健康保険事業財政健全化計画の改訂・実施による国民健康保険特別会計の財政健全化

 

目標とする数値・成果 

国民健康保険特別会計の財政健全化 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

１－２１ 

特別会計及び企業会計の健全化 

 

 

実施 

 

 

 

   

市民病院 

内容 

有識者等で構成する組織による病院事業の将来の在り方についての検討、積極的な医師確保対策

の推進その他経営の総点検による病院事業の経営健全化 

目標とする数値・成果 

病院事業の経営健全化 
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２ 民間委託等のアウトソーシングの推進 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

２－１  

民間委託等のアウトソーシングの

推進 

 

実施 

 

 

 

  企画課 

総務課 

各 課 

内容 

アウトソーシングの推進 

 

目標とする数値・成果 

公共サービス水準の維持向上や公共性を確保した上で、当該事務事業において民間委託、指定管

理者制度、市場化テスト等の最も効果的なアウトソーシングの導入 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

２－２  

民間委託等のアウトソーシングの

推進 

 

検討 

 

 

 

 

 

  

財政課 

各 課 

内容 

包括的業務委託の導入検討 

 

目標とする数値・成果 

業務委託経費の削減 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

２－３ 

民間委託等のアウトソーシングの

推進 

 

検討 

 

 

 

   

税務課 

内容 

市税等の徴収部門における電話催告等の民間委託の検討 

 

目標とする数値・成果 

市税等の徴収部門経費削減 
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３ 定員管理及び給与の適正化・人材育成の推進等 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

３－１ 

定員管理 

 

計画の推進

 

 

 

   

総務課 

 

内容 

「第２次匝瑳市定員適正化計画（仮称）」の策定・計画の推進 

 

目標とする数値・成果 

地域主権の推進等による行政需要の変化や事務事業の見直し、アウトソーシングの推進等に合わ

せた、定員の適正化（病院事業会計に属する職員を除く。）。 

平成２３年４月１日 ３２０人 → 平成２８年４月１日 ３０６人（▲１４人 ▲４．４％）

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

３－２ 

臨時職員等・任期付職員の活用 

 

実施 

 

 

 

   

総務課 

内容 

臨時職員等・任期付職員の活用 

 

目標とする数値・成果 

業務内容等に応じた臨時職員等及び任期付職員の活用による職員数の抑制等 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

３－３ 

常勤特別職職員等の給与適正化 

 

随時実施 

 

 

 

   

総務課 

 

内容 

常勤特別職職員等の給与適正化 

 

目標とする数値・成果 

これまでの成果等を勘案した市長・副市長・教育長の給与縮減等 
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整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

３－４ 

一般行政職職員等の給与適正化 

 

実施 

 

 

 

   

総務課 

 

内容 

給料の適正化 

 

目標とする数値・成果 

国家公務員との給料月額の均衡等 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

３－５ 

一般行政職職員等の給与適正化 

 検討 

 

 

 

 

 

実施 

  

総務課 

内容 

管理職手当の見直し 

 

目標とする数値・成果 

定額制の導入の検討・実施 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

３－６ 

一般行政職職員等の給与適正化 

 

実施 

 

 

 

   

総務課 

 

内容 

時間外勤務手当の抑制（選挙、災害等の特殊事情による時間外勤務手当を除く。医師を除く。）

 

目標とする数値・成果 

（参考） 

平成２２年度時間外勤務手当（選挙、災害等を除く。医師を除く。） 

時間数 ２０千時間 

支給額 ３８百万円 
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整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

３－７ 

非常勤特別職の報酬等の見直し 

 検討 

 

 

 

実施 

   

総務課 

 

内容 

非常勤特別職の報酬等の見直し 

 

目標とする数値・成果 

行政委員会・附属機関の委員等である非常勤特別職の報酬等の支給額等の見直しに伴う経費削減

（参考） 

平成２２年度支給額 

報酬  １,１９１百万円 

報償費     １百万円 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

３－８ 

人材育成の推進等 

 

実施 

 

 

 

   

総務課 

内容 

「匝瑳市人材育成計画」に基づく総合的な人材育成等 

 

目標とする数値・成果 

地域主権型社会の担い手にふさわしい人材の育成 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

３－９ 

人材育成の推進等 

構築 

 

 

 

試行 

   

総務課 

 

内容 

新たな人事評価制度の構築・試行 

 

目標とする数値・成果 

職員の意欲や能力の向上を図るため、職種、職責に応じた能力評価や業績評価等で構成する新た

な人事評価制度の構築・試行 
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４ 組織機構の見直し等 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

４－１ 

組織機構の見直し等 

 

実施 

 

 

 

   

総務課 

 

内容 

行政需要の変化に対応した効率的な組織機構の見直し 

 

目標とする数値・成果 

行政資源（財源・職員・財産等）の効率的な配分 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

４－２ 

組織機構の見直し等 

 

実施 

 

 

 

   

総務課 

内容 

班及び室の統合・廃止等の見直し 

 

目標とする数値・成果 

行政資源（財源・職員・財産等）の効率的な配分 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

４－３ 

組織機構の見直し等 

 

 

 

 

随時実施 

   

学校教育課 

 

内容 

小学校の統廃合 

 

目標とする数値・成果 

市民との十分な協議を図った上での匝瑳市学校教育問題懇談会意見書等に基づく小学校の統廃

合 
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整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

４－４ 

組織機構の見直し等 

建設 

 

 

 

 

 
   

 統合 

  

学校教育課 

 

内容 

学校給食センターの統合 

 

目標とする数値・成果 

老朽化した２学校給食センターの統合による効率的な施設管理、安全で安心な質の高い給食の提

供等 
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５ 協働及び情報提供の推進 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

５－１ 

協働の推進 

 検討  

策定・推進

 

   

企画課 

総務課 

内容 

「匝瑳市市民協働指針(仮称)」の策定  

 

目標とする数値・成果 

「匝瑳市市民協働指針(仮称)」の策定（～平成２５年度）・円滑な協働の推進（平成２５年度～）

 

 

 - 46 -

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

５－２ 

協働の推進 

 

 

 

 

実施 

   

企画課 

総務課 

内容 

協働を推進するための庁内体制の強化 

 

目標とする数値・成果 

協働の推進 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

５－３ 

協働の推進 

 

実施 

 

 

 

   

総務課 

内容 

自主防災組織との協働による地域防災力の強化 

 

目標とする数値・成果 

自治会等で組織する自主防災組織の活動への支援等による同組織と協働した地域防災力の強化 

 

 



 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

５－４ 

協働の推進 

 

実施 

 

 

 

   

環境生活課 

内容 

自主防犯組織との協働による安全安心なまちづくりの推進 

 

目標とする数値・成果 

防犯協会その他の自主防犯組織と協働した安全安心なまちづくりの推進 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

５－５ 

情報提供の推進 

 

実施 

 

 

 

   

各 課 

内容 

ホームページ、広報紙等による行政情報の情報提供 

 

目標とする数値・成果 

説明責任の向上、協働や市政への参画の推進 

 

 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

５－６ 

情報提供の推進 

 

実施 

 

 

 

   

総務課 

各 課 

内容 

審議会等の審議結果の公表 

 

目標とする数値・成果 

意思形成過程における説明責任の向上 
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整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

５－７ 

情報提供の推進 

 

実施 

 

 

 

   

財政課 

 

内容 

公会計の整備（貸借対照表等の作成及び公表） 

 

目標とする数値・成果 

貸借対照表等の作成（平成２３年度～）及び公表（平成２３年度～）による説明責任の向上 

 

 

 

整理番号・改革項目 ２４ ２５ ２６ ２７ 担当課 

５－８ 

情報提供の推進 

 

実施 

 

 

 

   

財政課 

 

内容 

市の財政状況のわかりやすい形での広報紙、ホームページ等による積極的な公表 

 

目標とする数値・成果 

財政状況に係る説明責任の向上 
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